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4・5月の保健事業
事業名 日時

個別栄養相談
t�成人

４月１３日（木）・５月１６日（火）
９：１５～１２：００

妊婦歯科健診
t�妊娠中の方

４月１１日（火）・５月１８日（木）
１３：３０～１５：００

両親学級ひかりクラス（もく浴・
妊婦ジャケット体験・保健師の話）
t�これからママ・パパになる方
（初妊婦の方優先）

４月２２日（土）
９：４０～１０：５０・１１：１０～１２：２０

両親学級わくわくクラス
（栄養士・歯科医師・保健師の�
話、わくわく同窓会の先輩ママ・
パパとの交流）
t�これからママ・パパになる方
（初妊婦の方優先）

５月２０日（土）
９：３０～１２：００

産婦・育児相談
t�６～７か月児とその保護者

z�３～４か月児健康診査の案内郵送時
に同封

乳幼児母性健康相談
t�妊産婦・乳幼児と保護者

４月４日・５月９日（火）
９：１０～１１：２０
z��５月からは予約不要

離乳食講習会
t�乳児の保護者

１回食＝４月１７日・５月２２日（月）
１３：３０～・１４：４０～
２・３回食＝４月１８日・５月２３日（火）
１３：２０～・１４：４０～

乳幼児歯みがきクラス
t�おおむね１歳～１歳５か月児と
保護者

４月１７日・５月１５日（月）
９：４０～・１０：４５～

２歳児歯みがきクラス
t�おおむね２歳～２歳５か月児と
保護者

５月１６日（火）
１０：００～

２歳半・３歳半歯科健診（フッ素
塗布）
t�２歳半＝２歳３か月～２歳１１か
月児と保護者
　�３歳半＝３歳３か月～３歳１１か
月児と保護者

４月２７日（木）・５月２３日（火）
９：３０～１１：３０

発達健康診査（発達に関して心
配がある子の健診）
t�未就学児

４月５日・５月１０日・２４日（水）
９：３０～１１：３０

■乳幼児等健康診査（個別通知）
３～４か月児健康診査＝b市内の委託医療機関
１歳６か月児、３歳児健康診査＝bいずみ保健センター
z�各健診の月齢を迎える月末までに案内が届いていない方は、健康推進課へお問い
合わせください

bb��未記載の場合、いずみ保健センター��未記載の場合、いずみ保健センター
mm��電話で��電話で
� →健康推進課☎（０４２）３２１-１８０１� →健康推進課☎（０４２）３２１-１８０１

食品の無料配付を行います
　食品のお渡しと併せて生活の困りごとも相談できます。
t�生活にお困りの方※原則、生活保護受給世帯の方を除く
d�４月１５日・５月２０日・６月１７日・７月１５日・８月１９日・９月１６日・
１０月２１日・１１月１８日・１２月１６日・令和６年１月２０日・２月１７日・
３月１６日（土）
y１０：００～１２：００
b�ボランティア活動センターこくぶんじ
c各回５０世帯（１世帯１セット）（先着）
m�各実施日の５日前から電話で自立生活サポートセン
ターこくぶんじ☎（０４２）３２４-８４０１、または申し込
みフォームで
s�市社会福祉協議会

→相談に関して＝生活福祉課（内５８６）
　それ以外に関して＝地域共生推進課（内５６５）

小口事業資金融資をご利用ください
　市内の小規模事業者の事業活動をサポートするため、事
業に必要な運転資金・設備資金・創業資金を低利で融資あ
っせんし、利子補給・保証料を補助しています。
z�詳しくは市HP 検索１００２８３６をご覧いただくかお問い
合わせください

→経済課（内３９６）

　会員になるとレジャー・チケットの助成や各種給付金、健康診断・人
間ドックの利用補助、教養セミナーなどの福利厚生を受けられます。詳
しくはお問い合わせください。
t�従業員数が３００人以下の市内事業所に勤務する従業員・事業主で、原
則事業所単位の団体※市外在勤の方は個人会員
i�同センター（ひかりプラザ内）☎（０４２）５０５-９４３０・v（０４２）５０５-
９４３１・hhttp://kokubunji-kfsc.jp/kkgojyo.nsf/で
� →経済課（内３５１）

勤労者福祉サービスセンターの
会員になりませんか

新規会員を
随時募集

姉妹都市 佐渡市・友好都市 飯山市
を訪ねてみませんか

宿泊費を
助成

t�市に住民登録している方、市勤労者福祉サービスセンターの会員で在
勤の方とその家族　c１６０人（先着）
助成金額小学生以上１人あたり年１回・３,０００円
m�指定保養施設に宿泊予約後、利用日のおおむね２週間前
までに直接人権平和課（ひかりプラザ）へ
z��１０人程度以上の団体で申請する場合は、事前にご連絡
ください／助成対象となる指定保養施設の一覧や、手続
きなど詳しくは、市HP 検索１００００５５（佐渡市）・１０２８０５５（飯山市）
をご覧いただくか、人権平和課へお問い合わせください

→人権平和課☎（０４２）５７３-４３７８

住宅改修資金融資あっせんと
利子補給を実施

住宅改修予定の方へ

→経済課（内３９６）

t�次のすべてを満たす方の増築・改築・修繕工事、太陽熱利用温水器設
置工事※新築・全面改築・店舗改修は対象外
〇�３年以上市内在住で、引き続き居住の見込みがある
〇�土地・住宅の所有者または所有者の承諾が得られている
〇�市税を完納している
〇�現在この融資を受けていない、また保証人になっていな
い
〇�連帯保証人または信用保証機関の保証を得られる
m�直接経済課（市役所第３庁舎）へ
z��詳しくは市HP 検索１００２２６４をご覧いただくかお問い合わせくださ
い／あっせん承認書交付まで１か月程度かかります／工事着工は承認
書交付後に行ってください／工事完了・金融機関との契約後に融資を
します

住宅改修等業者あっせんを行う
団体を紹介します

●東京土建一般労働組合小金井国分寺支部
●国分寺住宅綜合センター
●（公社）東京中小建築業協会多摩中央支部

　庭木や雑草などが隣接地や道路に越境することで、近隣トラブル
の原因となります。また、敷地内の雑草を放置することで害虫や火
災の発生原因となることも考えられます。敷地内の庭木のせん定や
除草を定期的に行い、近隣や地域の方々の迷惑とならないよう管理
しましょう。
� →環境対策課☎（０４２）３２８-２１９１

庭木や雑草などは適切に管理しましょう


